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第４章 計画のマネジメント 

 

１ ごみ処理の数値目標 

 

  本市では人口の減少に伴い、ごみの発生・排出量も減少傾向にありますが、 

分別排出の徹底とごみの発生、排出抑制、適正処理のための施策を進めるこ 

とで、さらなるごみの減量化、資源化を進めます。 

  令和５年度のごみ処理実績を基に、数値目標を定めます。 

 

表４－１ 目標年度におけるごみ処理の数値目標 

項目 単位 

令和５年度 

（2023年度） 

【基準年度】 

令和 11年度 

（2029年度） 

【目標年度】 

比較 

ごみ排出量 ﾄﾝ 112,088 104,061 △8,027 

 
集団資源回収 ﾄﾝ 15,734 15,010 △724 

資源化量 ﾄﾝ 36,351 34,390 △1,961 

資源化率 ％ 32.4 33.0 0.6 

１人１日排出量 

（集団資源回収含む） 
ｸﾞﾗﾑ/人・日 796 787未満 △9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ ごみ排出量の予測値と目標値 
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２ 進行管理 

 

（１）計画評価の指標 

   前述のごみ処理の数値目標の推移及び第３章の４に記載されている施策 

の実施状況を計画評価の指標として設定します。 

 

（２）計画の評価・見直し 

指標の推移等を廃棄物減量等推進審議会に諮り、計画の評価と必要な見 

直しを行います。 

国の示す「ごみ処理基本計画策定指針」（平成 28年９月）では 10年から 

15年間の長期的視点の計画とされており、概ね５年ごとに改定するほか、 

計画策定の前提条件に大きな変動があった場合には、必要に応じて見直しを 

行うこととされています。 

 

【数値目標設定の考え方】 

（１）人口減に基づくごみの推計量について（前ページ図４－１の青線） 

   ３ページの将来推計人口の推移を基に、ごみ排出量全体が令和５年度比

で 5.8％減少すると想定します。 

   【分別区分ごとの推計】 

燃せるごみ、不燃ごみ、缶・びん・ペットボトル、プラスチック資源

の定日収集分、粗大ごみについては、人口減に加え、各区分の近年の減

少傾向を踏まえたそれぞれの減少率を基に、推計量を算出しています。 

   集団資源回収については、近年の傾向を基に、令和５年度比で 4.6％減

少することを想定し、推計量を算出しています。 

 

（２）数値目標について（前ページ図４－１のオレンジ線） 

   上記（１）より、令和 11年度のごみ排出量は、人口減に伴い令和５年度

比で 5.8％減少する想定です。 

本計画では、人口減に伴う排出量の減少に加え、第３章の施策や取り組み

を実施、推進することにより、ごみ排出量全体で 7.2％削減することを目標

とします。 

 

【数値目標達成のために】 

市民、事業者、市の３者がそれぞれの役割（29 ページ「６ 市民・事業者・

市の役割」参照）を認識し、ごみの発生、排出抑制を心がけることが重要です。 

21 ページ「４ ごみの発生、排出抑制、適正処理のための施策の展開」以降

に記載されている各施策に対して、３者が連携し取り組んでいきます。 

 


